
理

由

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
更
な
る
拡
大
を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
物
又
は
食
品
の
輸
出
先
国
で
の
需
要
の
開
拓
等
の

業
務
を
行
う
団
体
の
認
定
制
度
の
創
設
、
輸
出
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
金
融
上
の
措
置
の
拡
充
等
を
行
う
と

と
も
に
、
日
本
農
林
規
格
の
制
定
対
象
へ
の
有
機
酒
類
の
追
加
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。




